
産 業  医  契  約  書  
 

 

 労 働安 全衛 生法 第１ ３条 の定 めに より 、同 法施 行令 第５ 条に 該当 する  

事業 場の 事業 者  岡山 市消 防局（以 下「 甲」とい う 。）と、○○（以 下「 乙」

とい う。）と は、 産業 医委 嘱に 関し 、次 のと おり 契約 を締 結す る。  

 

（産 業医 委嘱 ）  

第１ 条  甲は 、乙 を甲 の事 業場 にお ける 労働 安全 衛生 法第 １３ 条の 産業

医と して 選任 し、 その 職務 を行 なう こと を委 嘱し 、乙 はこ れを 承諾 し

た。  

 

（業 務の 内容 ）  

第２ 条  乙は 甲の 事業 場に おけ る、 次の 職務 を行 なう 。  

(1)  労 働 安 全 衛 生 規 則 第 １ ４ 条 、 第 １ ５ 条 及 び 第 ６ １ 条 第 ２ 項 に 定 め

る事 項  

(2)  労働 安全 衛生 法第 ６６ 条の 十第 ３項 に規 定す る面 接指 導  

(3)  消 防 職 員 の 活 動 中 に お け る 受 傷 や 疾 病 、 血 液 暴 露 事 故 、 結 核 等 の

感 染 症 患 者 接 触 時 等 に お け る 緊 急 的 な 検 査 及 び 診 察 、 治 療 （ 入 院 を

含む 。） 等、 その 他、 甲乙 が協 議し 取り 決め た事 項  

 

（事 業者 の責 務）  

第３ 条  甲は 、乙 の職 務遂 行に 協力 する と共 に、乙の 勧告 指導 を尊 重し 、    

必要 な措 置を 速や かに 講ず るも のと する 。  

 

（報     酬）  

第４ 条   甲は 乙に 対し 、嘱 託料 月額 ９０ ，０ ００ 円を 半期 ごと に支 払う

もの とす る。  

 

（災 害時 の補 償）  

第５ 条  乙が 本契 約に 定め る業 務を 遂行 中に 生じ た、 第三 者に 対す る物

的及 び、 人的 事故 は、 乙の 故意 また は重 大な 過失 によ る場 合を 除き 、

すべ て甲 の責 任に おい て、 処理 し、 補償 する 。  

２  職務 遂行 のた め、 事業 場へ 往復 途上 にお ける 事故 につ いて も、 これ

に準 ずる もの とす る。  

 

（契 約の 有効 期間 ）  

第６ 条  本契 約の 有効 期限 は、 令和 ８年 ４月 １日 から １カ 年と する 。  

 

 

（契 約の 解除 ）  

第７ 条  甲・ 乙い ずれ かの 契約 の破 棄の 申出 がな され たと きは 、申 出か

ら１ カ月 の期 間を おい て、 この 契約 を解 除す るこ とが でき る。  

 

（契 約条 項の 改訂 ）  

第８ 条  本契 約の 条項 につ いて 、そ の内 容を 改訂 する 必要 が生 じた 場合

案 



は、 甲・ 乙双 方協 議し 、そ の内 容及 び実 施の 時を 定め るも のと する 。  

 

 （ 個人 情報 の保 護）  

第９ 条  甲及 び乙 は、 別に 「市 の保 有す る個 人情 報の 取扱 委託 に関 する

覚書 」を 作成 し、 甲、 乙双 方記 名押 印の うえ 、各 １通 を保 有す るも の

とす る。  

 

（一 括委 任又 は一 括下 請負 の禁 止）  

第１ ０条  乙 は， 委託 の全 部又 は大 部分 を一 括し て第 三者 に委 任し ，又

は請 け負 わせ ては なら ない 。  

 

（一 部委 任又 は下 請負 の通 知）  

第１ １条  乙 は， 委託 の一 部を 委任 し， 又は 下請 負す ると きは ，相 手方

の名 称そ の他 甲が 必要 と認 める 事項 をあ らか じめ 甲に 対し て通 知し な

けれ ばな らな い。  

  

（指 名停 止期 間中 の者 等の 下請 負等 の禁 止）  

第１ １条 の２   乙 は， 委託 の全 部又 は一 部を 甲か ら指 名停 止を 受け てい

る者 又は 指名 停止 を理 由と して 有資 格者 名簿 から 削除 され た者 で当 該

指名 停止 期間 が満 了し てい ない 者に 委任 し， 又は 請け 負わ せて はな ら

ない 。  

 

（協    議 ）  

第１ ２条  本 契約 に定 めの ない 事項 また は、 本契 約に つい て生 じた 疑義

につ いて は、 その 都度 、甲 ・乙 協議 のう え、 取り 決め るも のと する 。  

 

上記 の契 約書 は、 二通 作成 し、 甲・ 乙押 印の 上、 各自 その 一通 を保 有

する 。  

 

 

 

令和   ８年   ４月   １日  

 

甲  事業 場所 在地 及び 名称   岡山 市北 区大 供一 丁 目 1 番１ 号  

 事 業 場 代 表 者 氏 名     岡山 市消 防局  

              局長         ○印  

 

 

乙  産業 医委 嘱機 関所 在地    

  及び 名称 、代 表者 氏名    

 


